
平成29年度小学校新教育課程説明会 総合的な学習の時間

Ⅰ 小学校総合的な学習の時間の改訂のポイント

１ 改訂の趣旨

・総合的な学習の時間を通してどのような資質・能力を育成するのかということや、

総合的な学習の時間と各教科等との関連を明らかにするということについては学校

により差がある。これまで以上に総合的な学習の時間と各教科等の相互の関わりを

意識しながら、学校全体で育てたい資質・能力に対応したカリキュラム・マネジ メ

ントが行われるようにすることが求められている。

・探究のプロセスの中でも「整理・分析」、「まとめ・表現」に対する取組が十分では

ないという課題がある。探究のプロセスを通じた一人一人の資質・能力の向上をよ

り一層意識することが求められる。

【解説ｐ６】

２ 改訂の要点

①改訂の基本的な考え方

・総合的な学習の時間においては、探究的な学習の過程を一層重視し、各教科等で育

成する資質・能力を相互に関連付け、実社会・実生活において活用できるものとす

るとともに、各教科等を越えた学習の基盤となる資質・能力を育成する。

②目標の改善

・総合的な学習の時間の目標は、「探究的な見方・考え方」を働かせ、総合的・横断

的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていく

ための資質・能力を育成することを目指すものであることを明確化した。

・教科等横断的なカリキュラム・マネジメントの軸となるよう、各学校が総合的な学

習の時間の目標を設定するに当たっては、各学校における教育目標を踏まえて設定

することを示した。

③学習内容、学習指導の改善・充実

・各学校は総合的な学習の時間の目標を実現するにふさわしい探究課題を設定すると

ともに、探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力を設定するよう

改善した。

・探究的な学習の中で、各教科等で育成する資質・能力を相互に関連付け、実社会・

実生活の中で総合的に活用できるものとなるよう改善した。

・教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力を育成するため、課題を探究す

る中で、協働して課題を解決しようとする学習活動や、言語により分析し、まとめ

たり表現したりする学習活動（比較する、分類する、関連付けるなどの、「考える

ための技法」を活用する）、コンピュータ等を活用して、情報を収集・整理・発信

する学習活動（情報手段の基本的な操作を習得し、情報や情報手段を主体的に選択、

活用できるようにすることを含む）が行われるように示した。

・自然体験やボランティア活動などの体験活動、地域の教材や学習環境を積極的に取

り入れること等は引き続き重視することを示した。

・プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付ける学習活動を行う場合には、

探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすることを示した。

【解説ｐ６、７】



Ⅱ 総合的な学習の時間の目標

１ 目標の構成

探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、より

よく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成す

ることを目指す。

(1) 探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け、

課題に関わる概念を形成し、探究的な学習のよさを理解するようにする。

(2) 実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整

理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。

(3) 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしなが

ら、積極的に社会に参画しようとする態度を養う。

【解説ｐ８】

２ 目標の趣旨

【解説ｐ９】

各教科等における見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象を多様な角度から

俯瞰して捉え、実社会・実生活の課題を探究し、自己の生き方を問い続けるという総
ふ かん

合的な学習の時間の特質に応じた見方・考え方

＜２つの要素＞

①各教科等における見方・考え方を総合的に働かせる

②総合的な学習の時間に固有な見方・考え方を働かせる 【解説ｐ10】

探究的な見方・考え方



Ⅲ 各学校において定める目標及び内容

１ 各学校において定める目標、内容

【解説ｐ18】

○目標を実現するにふさわしい探究課題とは

目標の実現に向けて、学校として設定した児童が探究的な学習に取り組む課題で

あり、従来「学習対象」として説明されてきたものに相当する。

【解説ｐ21】

→【解説ｐ26、27～29】

→【解説ｐ69～73】

○探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力とは

各学校において定める目標に記された資質・能力を各探究課題に即して具体的に

示したものであり、教師の適切な指導の下、児童が各探究課題の解決に取り組む中

で、育成することを目指す資質・能力のことである。

【解説ｐ21】

→【解説ｐ26、29～31】

→【解説ｐ73～78】



２ 各学校において定める目標及び内容の取扱い

各学校において定める目標及び内容の設定に当たっては、次の事項に配慮するもの

とする。

(1) 各学校において定める目標については、各学校における教育目標を踏まえ、総合

的な学習の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。

【解説ｐ22】

→【解説ｐ66～68】

(2) 各学校において定める目標及び内容については、他教科等の目標及び内容との違

いに留意しつつ、他教科等で育成を目指す資質・能力との関連を重視すること。

【解説ｐ24】

(3) 各学校において定める目標及び内容については、日常生活や社会との関わりを重

視すること。

【解説ｐ25】

(7) 目標を実現するにふさわしい探究課題及び探究課題の解決を通して育成を目指す

具体的な資質・能力については、教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能

力が育まれ、活用されるものとなるよう配慮すること。

【解説ｐ32】

→【解説ｐ38～39】

Ⅳ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画作成上の配慮事項

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。

(1) 年間や、単元（題材）など内容のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力

の育成に向けて、児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。

その際、児童や学校、地域の実態等に応じて、児童が探究的な見方・考え方を働か

せ、教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習

を行うなど創意工夫を生かした教育活動の充実を図ること。

【解説ｐ33】

→【解説ｐ105～107】

○探究的な学習の過程における「主体的・対話的で深い学び」

総合的な学習の時間において「主体的・対話的で深い学び」の視点による授業改

善を重視することは、探究的な学習の過程をより一層質的に高めていくことにほか

ならない。

【解説ｐ105】



２ 内容の取扱いについての配慮事項

(2) 探究的な学習の過程においては、他者と協働して課題を解決しようとする学習活

動や、言語により分析し、まとめたり表現したりするなどの学習活動が行われるよ

うにすること。その際、例えば、比較する、分類する、関連付けるなどの考えるた

めの技法が活用されるようにすること。

【解説ｐ45】

→【解説ｐ47～48】

→【解説ｐ78～82】

(3) 探究的な学習の過程においては、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適

切かつ効果的に活用して、情報を収集・整理・発信するなどの学習活動が行われる

よう工夫すること。その際、コンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤とし

て必要となる情報手段の基本的な操作を習得し、情報や情報手段を主体的に選択し

活用できるよう配慮すること。

【解説ｐ48】

(9) 情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を

収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなど

の学習活動が行われるようにすること。第１章総則の第３の１の(3)のイに掲げるプ

ログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合

には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くよ

うにすること。

【解説ｐ59】

Ⅴ 移行措置関係規定

平成30年度及び平成31年度の第３学年から第６学年の総合的な学習の時間の指導に

当たっては、現行小学校学習指導要領第５章の規定にかかわらず、新小学校学習指導

要領第５章の規定（第３の２(9)の後段の部分を除く。）によるものとする。

第１ 小学校等の移行期間中の教育課程について

１ 移行期間中の授業時数

（３）各学校が現行の教育課程に更に15単位時間の授業時数を加えて確保すること

が困難な場合など、外国語活動の授業時数の授業の実施のために特に必要があ

る場合には、総合的な学習の時間及び総授業時数から15単位時間を超えない範

囲内の授業時数を減じることができることとしたこと。（略）なお、移行期間

中の小学校等における総合的な学習の時間については、平成32年度からの実施

を見据え、中学校等以後の教育における探究的な学習への円滑な接続・発展を

図る観点から、探究的な学習の過程を一層重視し、質的充実を図ることが求め

られること。


